
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
提
出

質

問

第

一

九

三

号

集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

辻
元
清
美
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
し
、
政
府
は
以
下
の
答
弁
を
閣
議
決
定
し
た
。

●
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
日
提
出
「
集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」

二
〇
一
四
年
五
月
十
五
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
安
倍
首
相
は
「
そ
の
場
所
で
突
然
紛
争
が
起
こ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
日
本
人
を
、
同
盟
国
で
あ
り
、
能
力
を
有
す
る
米
国
が
救
助
、
輸
送
し
て
い
る
と
き
、
日
本

近
海
で
攻
撃
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
日
本
自
身
が
攻
撃
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
人
が
乗
っ
て

い
る
こ
の
米
国
の
船
を
日
本
の
自
衛
隊
は
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
「
こ
う
し
た
事
態
は
机
上
の
空
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

「
具
体
的
な
例
」
を
示
し
た
。
当
該
発
言
に
つ
い
て
問
う
。

�

過
去
、
海
外
在
留
邦
人
が
紛
争
国
か
ら
脱
出
す
る
ケ
ー
ス
で
、
米
国
に
救
助
さ
れ
、
米
国
の
艦
船
で
輸
送
さ
れ
た
事
例

は
あ
る
か
。
救
助
・
輸
送
さ
れ
た
海
外
在
留
邦
人
の
う
ち
民
間
人
の
人
数
・
割
合
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

�

過
去
、
海
外
在
留
邦
人
が
紛
争
国
か
ら
脱
出
す
る
ケ
ー
ス
で
、
紛
争
の
一
方
の
当
事
国
に
救
助
さ
れ
、
当
該
国
の
艦
船

で
輸
送
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
救
助
・
輸
送
さ
れ
た
海
外
在
留
邦
人
の
う
ち
民
間
人
の
人
数
・
割
合
は
ど
れ
く
ら
い

か
。

一



●
二
〇
一
四
年
五
月
三
十
日
閣
議
決
定
答
弁
書

七
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
例
」
の
対
象
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
三
年
二
月
、
リ
ビ
ア
に
お
け

る
情
勢
悪
化
を
受
け
現
地
か
ら
邦
人
四
名
が
米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
船
に
よ
り
輸
送
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘

の
「
民
間
人
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
輸
送
さ
れ
た
邦
人
の
う
ち
、
「
民
間
人
」
の
人
数
、
割
合
に
つ

い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

当
該
質
問
主
意
書
で
は
、
安
倍
総
理
の
「
二
〇
一
四
年
五
月
十
五
日
の
記
者
会
見
」
に
つ
い
て
「
当
該
発
言
に
つ
い
て
問

う
」
た
、
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
安
倍
総
理
は
当
該
記
者
会
見
で
、
下
記
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

「
そ
の
場
所
で
突
然
紛
争
が
起
こ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
日
本
人
を
、
同
盟
国
で
あ

り
、
能
力
を
有
す
る
米
国
が
救
助
、
輸
送
し
て
い
る
と
き
、
日
本
近
海
で
攻
撃
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合

で
も
日
本
自
身
が
攻
撃
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
人
が
乗
っ
て
い
る
こ
の
米
国
の
船
を
日
本
の
自
衛
隊
は
守
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
（
発
言
一
）

「
こ
う
し
た
事
態
は
机
上
の
空
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
略
）
南
シ
ナ
海
で
は
、
こ
の
瞬
間
も
力
を
背
景
と
し
た
一
方
的

二



な
行
為
に
よ
っ
て
国
家
間
の
対
立
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
略
）
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル

は
、
日
本
の
大
部
分
を
射
程
に
入
れ
て
い
ま
す
。
東
京
も
、
大
阪
も
、
皆
さ
ん
の
町
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
発
言

二
）し

か
し
、
政
府
が
事
例
と
し
て
あ
げ
て
き
た
の
は
、
「
リ
ビ
ア
に
お
け
る
情
勢
悪
化
」
に
お
け
る
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

安
倍
総
理
大
臣
が
五
月
十
五
日
の
記
者
会
見
で
用
い
た
「
邦
人
輸
送
中
の
米
輸
送
艦
の
防
護
」
と
題
す
る
パ
ネ
ル
で
示
さ

れ
た
事
態
に
つ
い
て
問
う
。

�

Ａ
国
（
攻
撃
国
）
か
ら
Ｂ
国
（
被
攻
撃
国
）
が
攻
撃
を
受
け
る
と
い
う
「
有
事
」
が
発
生
し
た
と
き
、
Ｂ
国
の
在
留
邦

人
が
、
Ｂ
国
か
ら
脱
出
す
る
際
に
、
米
輸
送
艦
で
輸
送
さ
れ
た
事
実
は
過
去
に
存
在
す
る
か
。
あ
れ
ば
、
す
べ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
際
、
米
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
、
当
該
輸
送
艦
に
つ
い
て
自
衛
隊
に
よ
る
防
護
の
要
請
が
来
た
事
実
は
あ

る
か
。
あ
れ
ば
、
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
際
、
輸
送
さ
れ
た
在
留
邦
人
の
う
ち
、
大
使
館
職
員
等
政
府
関
係
者
の
人
数
・
割
合
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

三



�

そ
の
際
、
輸
送
さ
れ
た
在
留
邦
人
の
う
ち
、
乳
幼
児
及
び
そ
の
母
親
は
含
ま
れ
て
い
た
か
。
含
ま
れ
て
い
た
場
合
、
な

ぜ
当
該
乳
幼
児
及
び
そ
の
母
親
は
、
危
険
度
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
低
い
段
階
で
の
脱
出
が
不
可
能
だ
っ
た
の
か
。
外
務
省
は

ど
の
よ
う
な
対
処
を
行
っ
た
か
、
ま
た
は
怠
っ
た
の
か
。
す
べ
て
の
事
実
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
平
成
二
十
三
年
二
月
、
リ
ビ
ア
に
お
け
る
情
勢
悪
化
を
受
け
現
地
か
ら
邦
人
四
名
が
米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
船
に
よ

り
輸
送
さ
れ
た
例
」
に
つ
い
て
問
う
。

�

当
該
チ
ャ
ー
タ
ー
船
の
船
籍
、
邦
人
以
外
の
乗
客
の
人
数
と
国
籍
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

米
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
、
当
該
チ
ャ
ー
タ
ー
船
に
つ
い
て
自
衛
隊
に
よ
る
防
護
の
要
請
は
あ
っ
た
か
。
そ
の

要
請
に
対
し
、
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
。

�

当
該
チ
ャ
ー
タ
ー
船
に
つ
い
て
、
両
国
政
府
の
間
で
何
ら
か
の
防
護
の
要
請
・
取
り
決
め
は
あ
っ
た
か
。

�

当
時
、
リ
ビ
ア
に
お
け
る
何
ら
か
の
勢
力
か
ら
、
当
該
チ
ャ
ー
タ
ー
船
が
武
力
攻
撃
を
受
け
る
可
能
性
は
検
討
さ
れ
た

か
。
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
勢
力
に
よ
る
、
ど
の
よ
う
な
攻
撃
か
。

�

発
言
一
に
お
け
る
「
紛
争
」
は
、
「
リ
ビ
ア
に
お
け
る
情
勢
悪
化
」
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
想
定
し
て
い
た
の
か
。

�

発
言
二
に
お
け
る
「
こ
う
し
た
事
態
」
は
、
当
該
事
例
も
想
定
し
て
い
た
の
か
。

四



�

当
該
事
例
は
、
安
倍
総
理
大
臣
が
五
月
十
五
日
の
記
者
会
見
で
用
い
た
「
邦
人
輸
送
中
の
米
輸
送
艦
の
防
護
」
と
題
す

る
パ
ネ
ル
で
想
定
さ
れ
た
事
態
に
相
当
す
る
か
。
「
米
輸
送
艦
」
も
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
「
攻
撃
国
と
被
攻
撃
国
」
も
存

在
せ
ず
、
米
国
政
府
か
ら
防
護
の
要
請
も
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
パ
ネ
ル
で
想
定
さ
れ
た
事
態
に
相
当
し
な
い

の
で
は
な
い
か
。

�

当
該
事
例
は
、
現
在
、
政
府
与
党
で
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
「
事
例
集
」
九
頁
に
お
け
る
「
事
例
�

邦
人
輸
送
中
の

米
輸
送
艦
の
防
護
」
で
想
定
さ
れ
て
い
る
事
態
に
相
当
す
る
か
。

�

「
リ
ビ
ア
に
お
け
る
情
勢
悪
化
」
は
「
有
事
」
と
い
う
認
識
か
、
見
解
を
問
う
。

��

当
該
事
例
と
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
性
が
あ
る
の
か
、
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

五


